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川崎市指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営の基準等に関する条例の一部を改正する条例新旧対照表 

改正後 改正前 

○川崎市指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営の基準等に関する条例 ○川崎市指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営の基準等に関する条例 

平成24年12月14日条例第81号 平成24年12月14日条例第81号 

目次 目次 

第７章 通所介護 第７章 通所介護 

第５節 削除 第５節 指定療養通所介護の事業の基本方針並びに人員、設備及び運営に関する基準 

 第１款 この節の趣旨及び基本方針（第114条・第115条） 

 第２款 人員に関する基準（第116条・第117条） 

 第３款 設備に関する基準（第118条・第119条） 

 第４款 運営に関する基準（第120条～第131条） 

附則 附則 

第１章 総則 第１章 総則 

第１条 この条例は、介護保険法（平成９年法律第123号。以下「法」という。）第42条第１項第２号、第

70条第２項第１号並びに第74条第１項及び第２項の規定に基づき、指定居宅サービス等の事業の人員、

設備及び運営に関する基準等を定めるものとする。 

第１条 この条例は、介護保険法（平成９年法律第123号。以下「法」という。）第42条第１項第２号、

第70条第２項第１号並びに第74条第１項及び第２項の規定に基づき、指定居宅サービス等の事業の人

員、設備及び運営に関する基準等を定めるものとする。 

第２章 訪問介護 第２章 訪問介護 

第２節 人員に関する基準 第２節 人員に関する基準 

（訪問介護員等の員数） （訪問介護員等の員数） 

第６条 指定訪問介護の事業を行う者（以下「指定訪問介護事業者」という。）が当該事業を行う事業所

（以下「指定訪問介護事業所」という。）ごとに置くべき訪問介護員等（指定訪問介護の提供に当たる

介護福祉士又は介護保険法施行令（平成10年政令第412号。以下「施行令」という。）第３条第１項に規

定する者をいう。以下この節から第４節までにおいて同じ。）の員数は、常勤換算方法で、2.5人以上と

する。 

第６条 指定訪問介護の事業を行う者（以下「指定訪問介護事業者」という。）が当該事業を行う事業所

（以下「指定訪問介護事業所」という。）ごとに置くべき訪問介護員等（指定訪問介護の提供に当たる

介護福祉士又は介護保険法施行令（平成10年政令第412号。以下「施行令」という。）第３条第１項に

規定する者をいう。以下この節から第４節までにおいて同じ。）の員数は、常勤換算方法で、2.5人以

上とする。 

２ 指定訪問介護事業者は、指定訪問介護事業所ごとに、常勤の訪問介護員等のうち、利用者（当該指定

訪問介護事業者が第1号訪問事業（地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律
の整備等に関する法律（平成26年法律第83号。以下「整備法」という。）第5条による改正前の法（以下
「旧法」という。）第8条の2第2項に規定する介護予防訪問介護に相当するものとして市町村が定めるも
のに限る。）に係る指定事業者の指定を併せて受け、かつ、指定訪問介護の事業と当該第1号訪問事業と
が同一の事業所において一体的に運営されている場合にあっては、当該事業所における指定訪問介護及

び当該第1号訪問事業の利用者。以下この条において同じ。）の数が40人又はその端数を増すごとに１人
以上の者をサービス提供責任者としなければならない。ただし、利用者の数が40人を超える場合にあっ

ては、常勤換算方法によることができる。 

２ 指定訪問介護事業者は、指定訪問介護事業所ごとに、常勤の訪問介護員等のうち、利用者（当該指定

訪問介護事業者が指定介護予防訪問介護事業者（川崎市指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及

び運営並びに指定介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法の基準等に関する条

例（平成24年川崎市条例第83号。以下「指定介護予防サービス等基準条例」という。）第６条第１項に

規定する指定介護予防訪問介護事業者をいう。以下同じ。）の指定を併せて受け、かつ、指定訪問介護

の事業と指定介護予防訪問介護（指定介護予防サービス等基準条例第５条に規定する指定介護予防訪問

介護をいう。以下同じ。）の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合にあっては、

当該事業所における指定訪問介護及び指定介護予防訪問介護の利用者。以下この条において同じ。）の

数が40人又はその端数を増すごとに１人以上の者をサービス提供責任者としなければならない。ただ

し、利用者の数が40人を超える場合にあっては、常勤換算方法によることができる。 

３ 前項の利用者の数は、前３月の平均値とする。ただし、新規に指定を受ける場合は、推定数とする。３ 前項の利用者の数は、前３月の平均値とする。ただし、新規に指定を受ける場合は、推定数とする。

４ 第２項のサービス提供責任者は介護福祉士その他指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に

関する基準（平成11年厚生省令第37号。以下「基準省令」という。）第５条第４項に規定する厚生労働

大臣が定める者であって、専ら指定訪問介護に従事するものをもって充てなければならない。ただし、

利用者に対する指定訪問介護の提供に支障がない場合は、同一敷地内にある指定定期巡回・随時対応型

訪問介護看護事業所（川崎市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営の基準等に関する条

例（平成24年川崎市条例第82号。以下「指定地域密着型サービス基準条例」という。）第７条第１項に

規定する指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所をいう。以下同じ。）又は指定夜間対応型訪問

４ 第２項のサービス提供責任者は介護福祉士その他指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に

関する基準（平成11年厚生省令第37号。以下「基準省令」という。）第５条第４項に規定する厚生労働

大臣が定める者であって、専ら指定訪問介護に従事するものをもって充てなければならない。ただし、

利用者に対する指定訪問介護の提供に支障がない場合は、同一敷地内にある指定定期巡回・随時対応型

訪問介護看護事業所（川崎市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営の基準等に関する条

例（平成24年川崎市条例第82号。以下「指定地域密着型サービス基準条例」という。）第７条第１項に

規定する指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所をいう。以下同じ。）又は指定夜間対応型訪問

資料７
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改正後 改正前 

介護事業所（指定地域密着型サービス基準条例第48条第１項に規定する指定夜間対応型訪問介護事業所

をいう。）の職務に従事することができる。 

介護事業所（指定地域密着型サービス基準条例第48条第１項に規定する指定夜間対応型訪問介護事業所

をいう。）の職務に従事することができる。 

５ 第２項の規定にかかわらず、常勤のサービス提供責任者を３人以上配置し、かつ、サービス提供責任

者の業務に主として従事する者を１人以上配置している指定訪問介護事業所において、サービス提供責

任者が行う業務が効率的に行われている場合にあっては、当該指定訪問介護事業所に置くべきサービス

提供責任者の員数は、利用者の数が50人又はその端数を増すごとに１人以上とすることができる。 

５ 第２項の規定にかかわらず、常勤のサービス提供責任者を３人以上配置し、かつ、サービス提供責任

者の業務に主として従事する者を１人以上配置している指定訪問介護事業所において、サービス提供責

任者が行う業務が効率的に行われている場合にあっては、当該指定訪問介護事業所に置くべきサービス

提供責任者の員数は、利用者の数が50人又はその端数を増すごとに１人以上とすることができる。 

６ 指定訪問介護事業者が第2項に規定する第1号訪問事業に係る指定事業者の指定を併せて受け、かつ、

指定訪問介護の事業と当該第1号訪問事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合につ

いては、市町村の定める当該第1号訪問事業の人員に関する基準を満たすことをもって、前各項に規定す

る基準を満たしているものとみなす。 

６ 指定訪問介護事業者が指定介護予防訪問介護事業者の指定を併せて受け、かつ、指定訪問介護の事業

と指定介護予防訪問介護の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合については、指

定介護予防サービス等基準条例第６条第１項から第５項までに規定する人員に関する基準を満たすこ

とをもって、前各項に規定する基準を満たしているものとみなす。 

第３節 設備に関する基準    第３節 設備に関する基準 

第8条 指定訪問介護事業所には、事業の運営を行うために必要な広さを有する専用の区画を設けるほか、

指定訪問介護の提供に必要な設備及び備品等を備えなければならない。 

第8条 指定訪問介護事業所には、事業の運営を行うために必要な広さを有する専用の区画を設けるほか、

指定訪問介護の提供に必要な設備及び備品等を備えなければならない。 

２ 指定訪問介護事業者が第6条第2項に規定する第1号訪問事業に係る指定事業者の指定を併せて受け、か
つ、指定訪問介護の事業と当該第1号訪問事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合に
ついては、市町村の定める当該第1号訪問事業の設備に関する基準を満たすことをもって、前項に規定す
る基準を満たしているものとみなす。 

２ 指定訪問介護事業者が指定介護予防訪問介護事業者の指定を併せて受け、かつ、指定訪問介護の事業

と指定介護予防訪問介護の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合については、指

定介護予防サービス等基準条例第８条第１項に規定する設備に関する基準を満たすことをもって、前項

に規定する基準を満たしているものとみなす。 

第５節 基準該当居宅サービスに関する基準 第５節 基準該当居宅サービスに関する基準 

（訪問介護員等の員数） （訪問介護員等の員数） 

第43条 基準該当居宅サービスに該当する訪問介護又はこれに相当するサービス（以下「基準該当訪問介

護」という。）の事業を行う者（以下「基準該当訪問介護事業者」という。）が、当該事業を行う事業

所（以下「基準該当訪問介護事業所」という。）ごとに置くべき訪問介護員等（基準該当訪問介護の提

供に当たる介護福祉士又は施行令第３条第１項に規定する者をいう。以下この節において同じ。）の員

数は、３人以上とする。 

第43条 基準該当居宅サービスに該当する訪問介護又はこれに相当するサービス（以下「基準該当訪問介

護」という。）の事業を行う者（以下「基準該当訪問介護事業者」という。）が、当該事業を行う事業

所（以下「基準該当訪問介護事業所」という。）ごとに置くべき訪問介護員等（基準該当訪問介護の提

供に当たる介護福祉士又は施行令第３条第１項に規定する者をいう。以下この節において同じ。）の員

数は、３人以上とする。 

２ 基準該当訪問介護事業者は、基準該当訪問介護事業所ごとに、訪問介護員等のうち１人以上の者をサ

ービス提供責任者としなければならない。 

２ 基準該当訪問介護事業者は、基準該当訪問介護事業所ごとに、訪問介護員等のうち１人以上の者をサ

ービス提供責任者としなければならない。 

３ 基準該当訪問介護の事業と第1号訪問事業（旧法第8条の2第2項に規定する介護予防訪問介護及び基準

該当介護予防サービスに相当するものとして市町村が定めるものに限る。）とが、同一の事業者により

同一の事業所において一体的に運営されている場合については、市町村の定める当該第1号訪問事業の人

員に関する基準を満たすことをもって、前２項に規定する基準を満たしているものとみなす。 

３ 基準該当訪問介護の事業と基準該当介護予防訪問介護（指定介護予防サービス等基準条例第43条第１

項に規定する基準該当介護予防訪問介護をいう。以下同じ。）の事業とが、同一の事業者により同一の

事業所において一体的に運営されている場合については、同項及び同条第２項に規定する人員に関する

基準を満たすことをもって、前２項に規定する基準を満たしているものとみなす。 

（設備及び備品等） （設備及び備品等） 

第45条 基準該当訪問介護事業所には、事業の運営を行うために必要な広さの区画を設けるほか、基準該

当訪問介護の提供に必要な設備及び備品等を備えなければならない。 

第45条 基準該当訪問介護事業所には、事業の運営を行うために必要な広さの区画を設けるほか、基準該

当訪問介護の提供に必要な設備及び備品等を備えなければならない。 

２ 基準該当訪問介護の事業と第43条3項に規定する第1号訪問事業とが、同一の事業者により同一の事業

所において一体的に運営される場合については、市町村の定める当該第1号訪問事業の設備に関する基準

を満たすことをもって、前項に規定する基準を満たしているものとみなす。 

２ 基準該当訪問介護の事業と基準該当介護予防訪問介護の事業とが、同一の事業者により同一の事業所

において一体的に運営される場合については、指定介護予防サービス等基準条例第45条第１項に規定す

る設備に関する基準を満たすことをもって、前項に規定する基準を満たしているものとみなす。 

第３章 訪問入浴介護 第３章 訪問入浴介護 

第２節 人員に関する基準 第２節 人員に関する基準 

（従業者の員数） （従業者の員数） 

第49条 指定訪問入浴介護の事業を行う者（以下「指定訪問入浴介護事業者」という。）が当該事業を行

う事業所（以下「指定訪問入浴介護事業所」という。）ごとに置くべき指定訪問入浴介護の提供に当た

る従業者（以下この節から第４節までにおいて「訪問入浴介護従業者」という。）の員数は、次のとお

第49条 指定訪問入浴介護の事業を行う者（以下「指定訪問入浴介護事業者」という。）が当該事業を行

う事業所（以下「指定訪問入浴介護事業所」という。）ごとに置くべき指定訪問入浴介護の提供に当た

る従業者（以下この節から第４節までにおいて「訪問入浴介護従業者」という。）の員数は、次のとお
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改正後 改正前 

りとする。 りとする。 

(１) 看護師又は准看護師（以下この章において「看護職員」という。） １人以上 (１) 看護師又は准看護師（以下この章において「看護職員」という。） １人以上 

(２) 介護職員 ２人以上 (２) 介護職員 ２人以上 

２ 前項の訪問入浴介護従業者のうち１人以上は、常勤でなければならない。 ２ 前項の訪問入浴介護従業者のうち１人以上は、常勤でなければならない。 

３ 指定訪問入浴介護事業者が指定介護予防訪問入浴介護事業者（川崎市指定介護予防サービス等の事業

の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法の基準

等に関する条例（平成24年川崎市条例第83号。以下「指定介護予防サービス等基準条例」という。）第

49条第１項に規定する指定介護予防訪問入浴介護事業者をいう。以下同じ。）の指定を併せて受け、か

つ、指定訪問入浴介護の事業と指定介護予防訪問入浴介護（指定介護予防サービス等基準条例第48条に

規定する指定介護予防訪問入浴介護をいう。以下同じ。）の事業とが同一の事業所において一体的に運

営されている場合については、指定介護予防サービス等基準条例第49条第１項及び第２項に規定する人

員に関する基準を満たすことに加え、介護職員を１人置くことをもって、前２項に規定する基準を満た

しているものとみなす。 

３ 指定訪問入浴介護事業者が指定介護予防訪問入浴介護事業者（指定介護予防サービス等基準条例第49

条第１項に規定する指定介護予防訪問入浴介護事業者をいう。以下同じ。）の指定を併せて受け、かつ、

指定訪問入浴介護の事業と指定介護予防訪問入浴介護（指定介護予防サービス等基準条例第48条に規定

する指定介護予防訪問入浴介護をいう。以下同じ。）の事業とが同一の事業所において一体的に運営さ

れている場合については、指定介護予防サービス等基準条例第49条第１項及び第２項に規定する人員に

関する基準を満たすことに加え、介護職員を１人置くことをもって、前２項に規定する基準を満たして

いるものとみなす。 

第５章 訪問リハビリテーション 第５章 訪問リハビリテーション 

第４節 運営に関する基準 第４節 運営に関する基準 

（指定訪問リハビリテーションの具体的取扱方針） （指定訪問リハビリテーションの具体的取扱方針） 

第85条 指定訪問リハビリテーションの提供は理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が行うものとし、

その方針は、次に掲げるところによるものとする。 

第85条 指定訪問リハビリテーションの提供は理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が行うものとし、

その方針は、次に掲げるところによるものとする。 

(１) 指定訪問リハビリテーションの提供に当たっては、医師の指示及び次条第１項に規定する訪問リハ

ビリテーション計画に基づき、利用者の心身機能の維持回復を図り、日常生活の自立に資するよう、適

切に行うものとする。 

(１) 指定訪問リハビリテーションの提供に当たっては、医師の指示及び次条第１項に規定する訪問リハ

ビリテーション計画に基づき、利用者の心身機能の維持回復を図り、日常生活の自立に資するよう、適

切に行うものとする。 

(２) 指定訪問リハビリテーションの提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者又はその

家族に対し、リハビリテーションの観点から療養上必要とされる事項について、理解しやすいように指

導又は説明を行うものとする。 

(２) 指定訪問リハビリテーションの提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者又はその

家族に対し、リハビリテーションの観点から療養上必要とされる事項について、理解しやすいように指

導又は説明を行うものとする。 

(３) 常に利用者の病状、心身の状況、希望及び置かれている環境の的確な把握に努め、利用者に対し、

適切なサービスを提供するものとする。 

(３) 常に利用者の病状、心身の状況、希望及び置かれている環境の的確な把握に努め、利用者に対し、

適切なサービスを提供するものとする。 

(４) それぞれの利用者について、次条第１項に規定する訪問リハビリテーション計画に従ったサービス

の実施状況及びその評価について、速やかに診療記録を作成するとともに、医師に報告しなければなら

ない。 

(４) それぞれの利用者について、次条第１項に規定する訪問リハビリテーション計画に従ったサービス

の実施状況及びその評価について、速やかに診療記録を作成するとともに、医師に報告しなければなら

ない。 

(５) 指定訪問リハビリテーション事業者は、リハビリテーション会議（次条第１項に規定する訪問リハ

ビリテーション計画又は第141条第１項に規定する通所リハビリテーション計画の作成のために、利用者

及びその家族の参加を基本としつつ、医師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、介護支援専門員、

居宅サービス計画の原案に位置付けられた指定居宅サービス等の担当者その他の関係者（以下「構成員」

という。）により構成される会議をいう。以下同じ。）の開催により、リハビリテーションに関する専

門的な見地から利用者の状況等に関する情報を構成員と共有するよう努め、利用者に対し、適切なサー

ビスを提供するものとする。 

(５) 指定訪問リハビリテーション事業者は、リハビリテーション会議（次条第１項に規定する訪問リハ

ビリテーション計画又は第141条第１項に規定する通所リハビリテーション計画の作成のために、利用

者及びその家族の参加を基本としつつ、医師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、介護支援専門員、

居宅サービス計画の原案に位置付けられた指定居宅サービス等の担当者その他の関係者（以下「構成員」

という。）により構成される会議をいう。以下同じ。）の開催により、リハビリテーションに関する専

門的な見地から利用者の状況等に関する情報を構成員と共有するよう努め、利用者に対し、適切なサー

ビスを提供するものとする。 

第７章 通所介護 第７章 通所介護 

第２節 人員に関する基準 第２節 人員に関する基準 

（従業者の員数） （従業者の員数） 

第100条 指定通所介護の事業を行う者（以下「指定通所介護事業者」という。）が当該事業を行う事業所

（以下「指定通所介護事業所」という。）ごとに置くべき従業者（以下この節から第４節までにおいて

「通所介護従業者」という。）の員数は、次のとおりとする。 

第100条 指定通所介護の事業を行う者（以下「指定通所介護事業者」という。）が当該事業を行う事業

所（以下「指定通所介護事業所」という。）ごとに置くべき従業者（以下この節から第４節までにおい

て「通所介護従業者」という。）の員数は、次のとおりとする。 

(１) 生活相談員 指定通所介護の提供日ごとに、当該指定通所介護を提供している時間帯に生活相談 (１) 生活相談員 指定通所介護の提供日ごとに、当該指定通所介護を提供している時間帯に生活相談
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員（専ら当該指定通所介護の提供に当たる者に限る。）が勤務している時間数の合計数を当該指定通

所介護を提供している時間帯の時間数で除して得た数が１以上確保されるために必要と認められる員

数 

員（専ら当該指定通所介護の提供に当たる者に限る。）が勤務している時間数の合計数を当該指定通

所介護を提供している時間帯の時間数で除して得た数が１以上確保されるために必要と認められる

員数 

(２) 看護師又は准看護師（以下この章において「看護職員」という。） 指定通所介護の単位ごとに、

専ら当該指定通所介護の提供に当たる看護職員が１人以上確保されるために必要と認められる員数 

(２) 看護師又は准看護師（以下この章において「看護職員」という。） 指定通所介護の単位ごとに、

専ら当該指定通所介護の提供に当たる看護職員が１人以上確保されるために必要と認められる員数 

(３) 介護職員 指定通所介護の単位ごとに、当該指定通所

介護を提供している時間帯に介護職員（専ら当該指定通所介護の提供に当たる者に限る。）が勤務して

いる時間数の合計数を当該指定通所介護を提供している時間数で除して得た数が利用者（当該指定通

所介護事業者が第1号通所事業（旧法第8条の2第7項に規定する介護予防通所介護に相当するものとし
て市町村が定めるものに限る。）に係る指定事業者の指定を併せて受け、かつ、指定通所介護の事業と

当該第1号通所事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合にあっては、当該事業所に
おける指定通所介護又は当該第1号通所事業の利用者。以下この節及び次節において同じ。）の数が15
人までの場合にあっては1以上、15人を超える場合にあっては15人を超える部分の数を5で除して得た
数に一を加えた数以上確保されるために必要と認められる数

(３) 介護職員 指定通所介護の単位ごとに、当該指定通所 

介護を提供している時間帯に介護職員（専ら当該指定通所介護の提供に当たる者に限る。）が勤務して

いる時間数の合計数を当該指定通所介護を提供している時間数（次項において「提供単位時間数」とい

う。）で除して得た数が利用者（当該指定通所介護事業者が指定介護予防通所介護事業者（指定介護予

防サービス等基準条例第98条第１項に規定する指定介護予防通所介護事業者をいう。以下同じ。）の指

定を併せて受け、かつ、指定通所介護の事業と指定介護予防通所介護（指定介護予防サービス等基準条

例第97条に規定する指定介護予防通所介護をいう。以下同じ。）の事業とが同一の事業所において一体

的に運営されている場合にあっては、当該事業所における指定通所介護又は指定介護予防通所介護の利

用者。以下この節及び次節において同じ。）の数が15人までの場合にあっては１以上、15人を超える場

合にあっては15人を超える部分の数を５で除して得た数に１を加えた数以上確保されるために必要と

認められる員数 

(４) 機能訓練指導員 １人以上 (４) 機能訓練指導員 １人以上 

（削除） ２ 当該指定通所介護事業所の利用定員（当該指定通所介護事業所において同時に指定通所介護の提供を

受けることができる利用者の数の上限をいう。以下この節から第４節までにおいて同じ。）が10人以下

である場合にあっては、前項の規定にかかわらず、看護職員及び介護職員の員数を、指定通所介護の単

位ごとに、当該指定通所介護を提供している時間帯に看護職員又は介護職員（いずれも専ら当該指定通

所介護の提供に当たる者に限る。）が勤務している時間数の合計数を提供単位時間数で除して得た数が

１以上確保されるために必要と認められる員数とすることができる。 

２ 指定通所介護事業者は、指定通所介護の単位ごとに、前項第３号の介護職員を、常時１人以上当該指

定通所介護に従事させなければならない。 

３ 指定通所介護事業者は、指定通所介護の単位ごとに、第１項第３号の介護職員（前項の適用を受ける

場合にあっては、同項の看護職員又は介護職員。次項及び第７項において同じ。）を、常時１人以上当

該指定通所介護に従事させなければならない。 

３ 第１項の規定にかかわらず、介護職員は、利用者の処遇に支障がない場合は、他の指定通所介護の単

位の介護職員として従事することができる。 

４ 第１項及び第２項の規定にかかわらず、介護職員は、利用者の処遇に支障がない場合は、他の指定通

所介護の単位の介護職員として従事することができる。 

４ 前３項の「指定通所介護の単位」とは、指定通所介護であってその提供が同時に１人又は複数の利用

者に対して一体的に行われるものをいう。 

５ 前各項の「指定通所介護の単位」とは、指定通所介護であってその提供が同時に１人又は複数の利用

者に対して一体的に行われるものをいう。 

５ 第１項第４号の機能訓練指導員は、日常生活を営むのに必要な機能の減退を防止するための訓練を行

う能力を有する者とし、当該指定通所介護事業所の他の職務に従事することができる。 

６ 第１項第４号の機能訓練指導員は、日常生活を営むのに必要な機能の減退を防止するための訓練を行

う能力を有する者とし、当該指定通所介護事業所の他の職務に従事することができる。 

６ 第１項第１号の生活相談員又は同項第３号の介護職員のうち１人以上は、常勤でなければならない。７ 第１項第１号の生活相談員又は同項第３号の介護職員のうち１人以上は、常勤でなければならない。

７ 指定通所介護事業者が第1項第3号に規定する第1号通所事業に係る指定事業者の指定を併せて受け、か
つ、指定通所介護の事業と当該第1号通所事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合に
ついては、市町村の定める当該第1号通所事業の人員に関する基準を満たすことをもって、前各項に規定
する基準を満たしているものとみなす。 

８ 指定通所介護事業者が指定介護予防通所介護事業者の指定を併せて受け、かつ、指定通所介護の事業

と指定介護予防通所介護の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合については、指

定介護予防サービス等基準条例第98条第１項から第７項までに規定する人員に関する基準を満たすこ

とをもって、前各項に規定する基準を満たしているものとみなす。 

第３節 設備に関する基準 第３節 設備に関する基準 

第102条 指定通所介護事業所は、食堂、機能訓練室、静養室、相談室及び事務室を有するほか、消火設備

その他の非常災害に際して必要な設備並びに指定通所介護の提供に必要なその他の設備及び備品等を備

えなければならない。 

第102条 指定通所介護事業所は、食堂、機能訓練室、静養室、相談室及び事務室を有するほか、消火設

備その他の非常災害に際して必要な設備並びに指定通所介護の提供に必要なその他の設備及び備品等

を備えなければならない。 

２ 前項に規定する設備のうち、次の各号に掲げる設備の基準は、それぞれ当該各号に定めるとおりとす

る。 

２ 前項に規定する設備のうち、次の各号に掲げる設備の基準は、それぞれ当該各号に定めるとおりとす

る。 
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(１) 食堂及び機能訓練室 (１) 食堂及び機能訓練室 

ア 食堂及び機能訓練室は、それぞれ必要な広さを有するものとし、その合計した面積は、３平方メ

ートルに当該指定通所介護事業所の利用定員（当該指定通所介護事業所において同時に指定通所介

護の提供を受けることができる利用者の数の上限をいう。次節において同じ。）を乗じて得た面積

以上とすること。 

ア 食堂及び機能訓練室は、それぞれ必要な広さを有するものとし、その合計した面積は、３平方メ

ートルに利用定員を乗じて得た面積以上とすること。 

イ アにかかわらず、食堂及び機能訓練室は、食事の提供の際にはその提供に支障がない広さを確保

でき、かつ、機能訓練を行う際にはその実施に支障がない広さを確保できる場合にあっては、同一

の場所とすることができる。 

イ アにかかわらず、食堂及び機能訓練室は、食事の提供の際にはその提供に支障がない広さを確保

でき、かつ、機能訓練を行う際にはその実施に支障がない広さを確保できる場合にあっては、同一

の場所とすることができる。 

(２) 相談室 遮蔽物の設置等により相談の内容が漏えいしないよう配慮されていること。 (２) 相談室 遮蔽物の設置等により相談の内容が漏えいしないよう配慮されていること。 

３ 第１項に規定する設備は、専ら当該指定通所介護の事業の用に供するものでなければならない。ただ

し、利用者に対する指定通所介護の提供に支障がない場合は、この限りでない。 

３ 第１項に規定する設備は、専ら当該指定通所介護の事業の用に供するものでなければならない。ただ

し、利用者に対する指定通所介護の提供に支障がない場合は、この限りでない。 

４ 前項ただし書の場合（指定通所介護事業者が第１項に掲げる設備を利用し、夜間及び深夜に指定通所

介護以外のサービスを提供する場合に限る。）には、当該サービスの内容を当該サービスの提供の開始

前に市長に届け出るものとする。 

４ 前項ただし書の場合（指定通所介護事業者が第１項に掲げる設備を利用し、夜間及び深夜に指定通所

介護以外のサービスを提供する場合に限る。）には、当該サービスの内容を当該サービスの提供の開始

前に市長に届け出るものとする。 

５ 指定通所介護事業者が第100条第1項第３号に規定する第1号通所事業に係る指定事業者の指定を併せ

て受け、かつ、指定通所介護の事業と当該第1号通所事業とが同一の事業所において一体的に運営されて
いる場合については、市町村の定める当該第1号通所事業の設備に関する基準を満たすことをもって、第
1項から第3項までに規定する基準を満たしているものとみなす。 

５ 指定通所介護事業者が指定介護予防通所介護事業者の指定を併せて受け、かつ、指定通所介護の事業

と指定介護予防通所介護の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合については、指

定介護予防サービス等基準条例第100条第１項から第３項までに規定する設備に関する基準を満たすこ

とをもって、第１項から第３項までに規定する基準を満たしているものとみなす。 

第５節 削除 第５節 指定療養通所介護の事業の基本方針並びに人員、設備及び運営に関する基準 

第１１４条から第１３１条まで 削除 第１款 この節の趣旨及び基本方針 

 （この節の趣旨） 

 第114条 前各節の規定にかかわらず、指定療養通所介護（指定通所介護であって、難病等を有する重度

の要介護状態にある要介護者又はがん末期の者であってサービス提供に当たり常時看護師による観察

が必要なものを対象者とし、第124条第１項に規定する療養通所介護計画に基づき、入浴、排せつ、食

事等の介護その他の日常生活上の世話及び機能訓練を行うものをいう。以下同じ。）の事業の基本方針

並びに人員、設備及び運営に関する基準については、この節に定めるところによる。 

 （基本方針） 

 第115条 指定療養通所介護の事業は、要介護状態となった場合においても、その利用者が可能な限りそ

の居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう生活機能の維持又は

向上を目指し、必要な日常生活上の世話及び機能訓練を行うことにより、利用者の社会的孤立感の解消

及び心身の機能の維持並びに利用者の家族の身体的及び精神的負担の軽減を図るものでなければなら

ない。 

 ２ 指定療養通所介護の事業を行う者（以下「指定療養通所介護事業者」という。）は、指定療養通所介

護の提供に当たっては、利用者の主治の医師及び当該利用者の利用している訪問看護事業者（指定訪問

看護事業者又は健康保険法第88条第１項に規定する指定訪問看護事業者をいう。以下この節において同

じ。）等との密接な連携の確保に努めなければならない。 

 第２款 人員に関する基準 

 （従業者の員数） 

 第116条 指定療養通所介護事業者が当該事業を行う事業所（以下「指定療養通所介護事業所」という。）

ごとに置くべき指定療養通所介護の提供に当たる看護職員又は介護職員（以下この節において「療養通

所介護従業者」という。）の員数は、利用者の数が1.5人に対し、指定療養通所介護を提供する時間帯

を通じて専ら当該指定療養通所介護の提供に当たる療養通所介護従業者が１人以上確保されるために

必要と認められる員数以上とする。 
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 ２ 前項の療養通所介護従業者のうち１人以上は、常勤の看護師であって専ら指定療養通所介護の職務に

従事する者でなければならない。 

 （管理者） 

 第117条 指定療養通所介護事業者は、指定養通所介護事業所ごとに専らその職務に従事する常勤の管理

者を置かなければならない。ただし、指定療養通所介護事業所の管理上支障がない場合は、当該指定療

養通所介護事業所の他の職務に従事させ、又は同一敷地内にある他の事業所、施設等の職務に従事させ

ることができる。 

 ２ 指定療養通所介護事業所の管理者は、看護師でなければならない。 

 ３ 指定療養通所介護事業所の管理者は、適切な指定療養通所介護を行うために必要な知識及び技能を有

する者でなければならない。 

 第３款 設備に関する基準 

 （利用定員） 

 第118条 指定療養通所介護事業所の利用定員（当該指定療養通所介護事業所において同時に指定療養通

所介護の提供を受けることができる利用者の数の上限をいう。以下この節において同じ。）は、９人以

下とする。 

 （設備及び備品等） 

 第119条 指定療養通所介護事業所は、指定療養通所介護を行うのにふさわしい専用の部屋を有するほか、

消火設備その他の非常災害に際して必要な設備並びに指定療養通所介護の提供に必要な設備及び備品

等を備えなければならない。 

 ２ 前項に掲げる専用の部屋の面積は、6.4平方メートルに利用定員を乗じた面積以上とする。 

 ３ 第１項に掲げる設備は、専ら当該指定療養通所介護の事業の用に供するものでなければならない。た

だし、利用者に対する指定療養通所介護の提供に支障がない場合は、この限りでない。 

 ４ 前項ただし書の場合（指定療養通所介護事業者が第１項に掲げる設備を利用し、夜間及び深夜に指定

療養通所介護以外のサービスを提供する場合に限る。）には、当該サービスの内容を当該サービスの提

供の開始前に市長に届け出るものとする。 

 第４款 運営に関する基準 

 （内容及び手続の説明及び同意） 

 第120条 指定療養通所介護事業者は、指定療養通所介護の提供の開始に際し、あらかじめ、利用申込者

又はその家族に対し、第127条に規定する規程の概要、療養通所介護従業者の勤務の体制、第125条第１

項に規定する利用者ごとに定めた緊急時等の対応策、主治の医師及び第128条第１項に規定する緊急時

対応医療機関との連絡体制並びにその他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事

項を記した文書を交付して説明を行い、当該提供の開始について当該利用申込者の同意を得なければな

らない。 

 ２ 第９条第２項から第６項までの規定は、前項の規定による文書の交付について準用する。 

 （心身の状況等の把握） 

 第121条 指定療養通所介護事業者は、指定療養通所介護の提供に当たっては、サービス担当者会議等を

通じて、利用者の病状、心身の状況、置かれている環境、他の保健医療サービス及び福祉サービスの利

用状況等の把握に努めなければならない。 

 ２ 指定療養通所介護事業者は、利用者の体調の変化等に応じた適切なサービスを提供できるよう、特に

当該利用者の主治の医師及び当該利用者が利用する訪問看護事業者等との密接な連携を図り、当該利用

者の心身の状況等の把握に努めなければならない。 

 （居宅介護支援事業者等との連携） 

 第122条 指定療養通所介護事業者は、指定療養通所介護を提供するに当たっては、居宅介護支援事業者
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その他保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携の確保に努めなければならな

い。 

 ２ 指定療養通所介護事業者は、利用者に対する指定療養通所介護の提供の適否について、主治の医師を

含めたサービス担当者会議において検討するため、当該利用者に係る居宅介護支援事業者に対して必要

な情報を提供するよう努めなければならない。 

 ３ 指定療養通所介護事業者は、利用者に係る居宅介護支援事業者に対して、居宅サービス計画の作成及

び変更等に必要な情報を提供するよう努めなければならない。 

 ４ 指定療養通所介護事業者は、指定療養通所介護の提供の終了に際しては、利用者又はその家族に対し

て適切な指導を行うとともに、当該利用者に係る居宅介護支援事業者に対する情報の提供及び保健医療

サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携の確保に努めなければならない。 

 （指定療養通所介護の具体的取扱方針） 

 第123条 指定療養通所介護の方針は、次に掲げるところによるものとする。 

 (１) 指定療養通所介護の提供に当たっては、次条第１項に規定する療養通所介護計画に基づき、利用者

の機能訓練及びその者が日常生活を営むことができるよう必要な援助を行うものとする。 

 (２) 療養通所介護従業者は、指定療養通所介護の提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利

用者又はその家族に対し、サービスの提供方法等について、理解しやすいように説明を行うものとする。

 (３) 指定療養通所介護の提供に当たっては、介護技術の進歩に対応し、適切な介護技術をもってサービ

スの提供を行うものとする。 

 (４) 指定療養通所介護事業者は、指定療養通所介護の提供に当たっては、当該利用者又は他の利用者等

の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束等を行ってはならない。 

 (５) 指定療養通所介護事業者は、身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の

心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければならない。 

 (６) 指定療養通所介護事業者は、利用者の体調の変化等に応じた適切なサービスを提供できるよう、利

用者の主治の医師や当該利用者の利用する訪問看護事業者等との密接な連携を図り、サービスの提供方

法及び手順等についての情報の共有を十分に図るものとする。 

 (７) 指定療養通所介護事業者は、常に利用者の心身の状況を的確に把握しつつ、相談援助等の生活指導、

機能訓練その他必要なサービスを利用者の希望に添って適切に提供するものとする。 

 （療養通所介護計画の作成） 

 第124条 指定療養通所介護事業所の管理者は、利用者の心身の状況、希望及び置かれている環境を踏ま

えて、機能訓練等の目標、当該目標を達成するための具体的なサービスの内容等を記載した計画（以下

「療養通所介護計画」という。）を作成しなければならない。 

 ２ 療養通所介護計画は、既に居宅サービス計画が作成されている場合は、当該居宅サービス計画の内容

に沿って作成されなければならない。 

 ３ 療養通所介護計画は、既に訪問看護計画書（第74条第１項に規定する訪問看護計画書又は指定訪問看

護の事業の人員及び運営に関する基準（平成12年厚生省令第80号）第17条第１項に規定する訪問看護計

画書をいう。以下この節において同じ。）が作成されている場合は、当該訪問看護計画書の内容との整

合を図りつつ、作成されなければならない。 

 ４ 指定療養通所介護事業所の管理者は、療養通所介護計画の作成に当たっては、その内容について利用

者又はその家族に対して説明し、当該利用者の同意を得なければならない。 

 ５ 指定療養通所介護事業所の管理者は、療養通所介護計画を作成した際には、当該療養通所介護計画を

利用者に交付しなければならない。 

 ６ 療養通所介護従業者は、それぞれの利用者について、療養通所介護計画に従ったサービスの実施状況

及び目標の達成状況の記録を行わなければならない。 
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 （緊急時等の対応） 

 第125条 指定療養通所介護事業者は、現に指定療養通所介護の提供を行っているときに利用者の病状の

急変が生じた場合等に備え、主治の医師とともに、その場合の対応策（以下この節において「緊急時等

の対応策」という。）について利用者ごとに検討し、緊急時等の対応策をあらかじめ定めておかなけれ

ばならない。 

 ２ 指定療養通所介護事業者は、緊急時等の対応策について、利用者及びその家族に対して十分に説明し、

利用者及びその家族が安心してサービスを利用できるよう配慮しなければならない。 

 ３ 療養通所介護従業者は、現に指定療養通所介護の提供を行っているときに利用者の病状の急変等が生

じた場合には、緊急時等の対応策に基づき、速やかに主治の医師又は第128条第１項に規定する緊急時

対応医療機関への連絡を行う等の必要な措置を講じなければならない。 

 ４ 指定療養通所介護事業者は、利用者の主治の医師と密接な連携をとりながら、利用者の状態の変化に

応じて緊急時等の対応策の変更を行うものとする。 

 ５ 第１項及び第２項の規定は、前項の規定による緊急時等の対応策の変更について準用する。 

 （管理者の責務） 

 第126条 指定療養通所介護事業所の管理者は、指定療養通所介護事業所の従業者の管理及び指定療養通

所介護の利用の申込みに係る調整、業務の実施状況の把握その他の管理を一元的に行わなければならな

い。 

 ２ 指定療養通所介護事業所の管理者は、利用者の体調の変化等に応じた適切なサービスを提供できるよ

う、利用者の主治の医師や当該利用者が利用する訪問看護事業者等との密接な連携を図り、サービスの

提供方法及び手順等についての情報の共有を十分に行わなければならない。 

 ３ 指定療養通所介護事業所の管理者は、指定療養通所介護の提供に適切な環境を整備しなければならな

い。 

 ４ 指定療養通所介護事業所の管理者は、指定療養通所介護の利用者個々の療養通所介護計画の作成に関

し、必要な指導及び管理を行わなければならない。 

 ５ 指定療養通所介護事業所の管理者は、当該指定療養通所介護事業所の従業者にこの款の規定を遵守さ

せるため必要な指揮命令を行わなければならない。 

 （運営規程） 

 第127条 指定療養通所介護事業者は、指定療養通所介護事業所ごとに、次に掲げる事業の運営について

の重要事項に関する規程を定めておかなければならない。 

 (１) 事業の目的及び運営の方針 

 (２) 従業者の職種、員数及び職務の内容 

 (３) 営業日及び営業時間 

 (４) 指定療養通所介護の利用定員 

 (５) 指定療養通所介護の内容及び利用料その他の費用の額 

 (６) 通常の事業の実施地域 

 (７) サービス利用に当たっての留意事項 

 (８) 緊急やむを得ない場合に身体的拘束等を行う際の手続 

 (９) 非常災害対策 

 (10) 個人情報の管理の方法 

 (11) 苦情への対応方法 

 (12) 事故発生の防止策及び事故発生時の対応方法 

 (13) その他事業の運営に関する重要事項 

 （緊急時対応医療機関） 
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 第128条 指定療養通所介護事業者は、利用者の病状の急変等に備えるため、あらかじめ、緊急時対応医

療機関を定めておかなければならない。 

 ２ 前項に規定する緊急時対応医療機関は、指定療養通所介護事業所と同一の敷地内に存し、又は隣接し、

若しくは近接していなければならない。 

 ３ 指定療養通所介護事業者は、緊急時において円滑な協力を得るため、当該緊急時対応医療機関との間

であらかじめ必要な事項を取り決めておかなければならない。 

 （安全・サービス提供管理委員会の設置） 

 第129条 指定療養通所介護事業者は、安全かつ適切なサービスの提供を確保するため、地域の医療関係

団体に属する者、地域の保健、医療又は福祉の分野を専門とする者その他指定療養通所介護の安全かつ

適切なサービスの提供を確保するために必要と認められる者から構成される安全・サービス提供管理委

員会（以下この条において「委員会」という。）を設置しなければならない。 

 ２ 指定療養通所介護事業者は、おおむね６月に１回以上委員会を開催することとし、事故事例等、安全

管理に必要な情報の収集を行うとともに、当該情報等を踏まえ、指定療養通所介護事業所における安全

かつ適切なサービスの提供を確保するための方策の検討を行い、当該検討の結果についての記録を作成

しなければならない。 

 ３ 指定療養通所介護事業者は、前項の検討の結果を踏まえ、必要に応じて対策を講じなければならない。

 （記録の整備） 

 第130条 指定療養通所介護事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する記録を整備しておかなけれ

ばならない。 

 ２ 指定療養通所介護事業者は、利用者に対する指定療養通所介護の提供に関する次に掲げる記録を整備

し、その完結の日から５年間保存しなければならない。 

 (１) 療養通所介護計画 

 (２) 前条第２項に規定する検討の結果についての記録 

 (３) 次条において準用する第20条第２項の規定による提供した具体的なサービスの内容等の記録 

 (４) 第123条第５号の規定による身体的拘束等の態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊

急やむを得ない理由の記録 

 (５) 次条において準用する第27条の規定による市町村への通知に係る記録 

 (６) 次条において準用する第38条第２項の規定による苦情の内容等の記録 

 (７) 次条において準用する第111条の２第２項の規定による事故の状況及び事故に際して採った処置に

ついての記録 

 （準用） 

 第131条 第10条から第13条まで、第16条から第18条まで、第20条、第22条、第27条、第34条から第39条

まで、第41条、第103条（第３項第２号を除く。）、第104条及び第108条から第111条の２までの規定は、

指定療養通所介護の事業について準用する。この場合において、これらの規定中「訪問介護員等」とあ

るのは「療養通所介護従業者」と、第34条中「運営規程」とあるのは「第127条に規定する規程」と、

第108条第３項中「通所介護従業者」とあるのは「療養通所介護従業者」と、第111条の２第４項中「第

102条第４項」とあるのは「第119条第４項」と読み替えるものとする。 

第６節 基準該当居宅サービスに関する基準 第６節 基準該当居宅サービスに関する基準 

（従業者の員数） （従業者の員数） 

第132条 基準該当居宅サービスに該当する通所介護又はこれに相当するサービス（以下「基準該当通所介

護」という。）の事業を行う者（以下「基準該当通所介護事業者」という。）が当該事業を行う事業所

（以下「基準該当通所介護事業所」という。）ごとに置くべき従業者（以下この節において「通所介護

従業者」という。）の員数は、次のとおりとする。 

第132条 基準該当居宅サービスに該当する通所介護又はこれに相当するサービス（以下「基準該当通所

介護」という。）の事業を行う者（以下「基準該当通所介護事業者」という。）が当該事業を行う事業

所（以下「基準該当通所介護事業所」という。）ごとに置くべき従業者（以下この節において「通所介

護従業者」という。）の員数は、次のとおりとする。 
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(１) 生活相談員 基準該当通所介護の提供日ごとに、当該基準該当通所介護を提供している時間帯に

生活相談員（専ら当該基準該当通所介護の提供に当たる者に限る。）が勤務している時間数の合計数

を当該基準該当通所介護を提供している時間帯の時間数で除して得た数が１以上確保されるために必

要と認められる員数 

(１) 生活相談員 基準該当通所介護の提供日ごとに、当該基準該当通所介護を提供している時間帯に

生活相談員（専ら当該基準該当通所介護の提供に当たる者に限る。）が勤務している時間数の合計数

を当該基準該当通所介護を提供している時間帯の時間数で除して得た数が１以上確保されるために

必要と認められる員数 

(２) 看護職員 基準該当通所介護の単位ごとに、専ら当該基準該当通所介護の提供に当たる看護職員

が１人以上確保されるために必要と認められる員数 

(２) 看護職員 基準該当通所介護の単位ごとに、専ら当該基準該当通所介護の提供に当たる看護職員

が１人以上確保されるために必要と認められる員数 

(３) 介護職員 基準該当通所介護の単位ごとに、当該基準該当通所介護を提供している時間帯に介護

職員（専ら当該基準該当通所介護の提供に当たる者に限る。）が勤務している時間数の合計数を当該

基準該当通所介護を提供している時間数で除して得た数が利用者（当該基準該当通所介護事業者が基

準該当通所介護の事業と第1号通所事業（旧法第8条の2第7項に規定する介護予防通所介護及び基準該

当介護予防サービスに相当するものとして市町村が定めるものに限る。）の事業とを同一の事業所に

おいて一体的に運営している場合にあっては、当該事業所における基準該当通所介護又は当該第1号通

所事業の利用者。以下この条及び第百134条において同じ。）の数が15人までの場合にあっては１以上、
15人を超える場合にあっては15人を超える部分の数を５で除して得た数に１を加えた数以上確保され

るために必要と認められる員数 

(３) 介護職員 基準該当通所介護の単位ごとに、当該基準該当通所介護を提供している時間帯に介護

職員（専ら当該基準該当通所介護の提供に当たる者に限る。）が勤務している時間数の合計数を当該

基準該当通所介護を提供している時間数（次項において「提供単位時間数」という。）で除して得た

数が利用者（当該基準該当通所介護事業者が基準該当通所介護の事業と基準該当介護予防通所介護

（指定介護予防サービス等基準条例第114条第１項に規定する基準該当介護予防通所介護をいう。以

下同じ。）の事業とを同一の事業所において一体的に運営している場合にあっては、当該事業所にお

ける基準該当通所介護又は基準該当介護予防通所介護の利用者。以下この条において同じ。）の数が

15人までの場合にあっては１以上、15人を超える場合にあっては15人を超える部分の数を５で除して

得た数に１を加えた数以上確保されるために必要と認められる員数 

(４) 機能訓練指導員 １人以上 (４) 機能訓練指導員 １人以上 

（削除） ２ 当該基準該当通所介護事業所の利用定員（当該基準該当通所介護事業所において同時に基準該当通所

介護の提供を受けることができる利用者の数の上限をいう。以下この節において同じ。）が10人以下で

ある場合にあっては、前項の規定にかかわらず、看護職員及び介護職員の員数を、基準該当通所介護の

単位ごとに、当該基準該当通所介護を提供している時間帯に看護職員又は介護職員（いずれも専ら当該

基準該当通所介護の提供に当たる者に限る。）が勤務している時間数の合計数を提供単位時間数で除し

て得た数が１以上確保されるために必要と認められる数とすることができる。 

２ 基準該当通所介護事業者は、基準該当通所介護の単位ごとに、前項第３号の介護職員を、常時１人以

上当該基準該当通所介護に従事させなければならない。 

３ 基準該当通所介護事業者は、基準該当通所介護の単位ごとに、第１項第３号の介護職員（前項の適用

を受ける場合にあっては、同項の看護職員又は介護職員。次項において同じ。）を、常時１人以上当該

基準該当通所介護に従事させなければならない。 

３ 第１項の規定にかかわらず、介護職員は、利用者の処遇に支障がない場合は、他の基準該当通所介護

の単位の介護職員として従事することができるものとする。 

４ 第１項及び第２項の規定にかかわらず、介護職員は、利用者の処遇に支障がない場合は、他の基準該

当通所介護の単位の介護職員として従事することができるものとする。 

４ 前３項の「基準該当通所介護の単位」とは、基準該当通所介護であってその提供が同時に１人又は複

数の利用者に対して一体的に行われるものをいう。 

５ 前各項の「基準該当通所介護の単位」とは、基準該当通所介護であってその提供が同時に１人又は複

数の利用者に対して一体的に行われるものをいう。 

５ 第１項第４号の機能訓練指導員は、日常生活を営むのに必要な機能の減退を防止するための訓練を行

う能力を有する者とし、当該基準該当通所介護事業所の他の職務に従事することができる。 

６ 第１項第４号の機能訓練指導員は、日常生活を営むのに必要な機能の減退を防止するための訓練を行

う能力を有する者とし、当該基準該当通所介護事業所の他の職務に従事することができる。 

６ 基準該当通所介護の事業と第1項第3号に規定する第1号通所事業とが、同一の事業者により同一の事業

所において一体的に運営されている場合については、市町村の定める当該第1号通所事業の人員に関する

基準を満たすことをもって、前各項に規定する基準を満たしているものとみなす。 

７ 基準該当通所介護の事業と基準該当介護予防通所介護の事業とが、同一の事業者により同一の事業所

において一体的に運営されている場合については、指定介護予防サービス等基準条例第114条第１項か

ら第６項までに規定する人員に関する基準を満たすことをもって、前各項に規定する基準を満たしてい

るものとみなす。 

（設備及び備品等） （設備及び備品等） 

第134条 基準該当通所介護事業所には、食事を行う場所、機能訓練を行う場所、静養のための場所、生活

相談のための場所及び事務連絡のための場所を確保するとともに、消火設備その他の非常災害に際して

必要な設備並びに基準該当通所介護の提供に必要なその他の設備及び備品等を備えなければならない。

第134条 基準該当通所介護事業所には、食事を行う場所、機能訓練を行う場所、静養のための場所、生

活相談のための場所及び事務連絡のための場所を確保するとともに、消火設備その他の非常災害に際し

て必要な設備並びに基準該当通所介護の提供に必要なその他の設備及び備品等を備えなければならな

い。 

２ 前項に規定する設備のうち、次の各号に掲げる設備の基準は、それぞれ当該各号に定めるとおりとす

る。 

２ 前項に規定する設備のうち、次の各号に掲げる設備の基準は、それぞれ当該各号に定めるとおりとす

る。 

(１) 食事を行う場所及び機能訓練を行う場所 (１) 食事を行う場所及び機能訓練を行う場所 
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改正後 改正前 

ア 食事を行う場所及び機能訓練を行う場所は、それぞれ必要な広さを有するものとし、その合計し

た面積は、３平方メートルに当該基準該当通所介護事業所の利用定員（当該基準該当通所介護事業

所において同時に基準該当通所介護の提供を受けることができる利用者の数の上限をいう。）を乗

じて得た面積以上とすること。 

ア 食事を行う場所及び機能訓練を行う場所は、それぞれ必要な広さを有するものとし、その合計し

た面積は、３平方メートルに利用定員を乗じて得た面積以上とすること。 

イ アにかかわらず、食事を行う場所及び機能訓練を行う場所は、食事の提供の際にはその提供に支

障がない広さを確保でき、かつ、機能訓練を行う際にはその実施に支障がない広さを確保できる場

合にあっては、同一の場所とすることができる。 

イ アにかかわらず、食事を行う場所及び機能訓練を行う場所は、食事の提供の際にはその提供に支

障がない広さを確保でき、かつ、機能訓練を行う際にはその実施に支障がない広さを確保できる場

合にあっては、同一の場所とすることができる。 

(２) 生活相談を行う場所 遮蔽物の設置等により相談の内容が漏えいしないよう配慮されているこ

と。 

(２) 生活相談を行う場所 遮蔽物の設置等により相談の内容が漏えいしないよう配慮されているこ

と。 

３ 第１項に規定する設備は、専ら当該基準該当通所介護の事業の用に供するものでなければならない。

ただし、利用者に対する基準該当通所介護の提供に支障がない場合は、この限りでない。 

３ 第１項に規定する設備は、専ら当該基準該当通所介護の事業の用に供するものでなければならない。

ただし、利用者に対する基準該当通所介護の提供に支障がない場合は、この限りでない。 

４ 基準該当通所介護の事業と第132条第1項第3号に規定する第1号通所事業とが、同一の事業者により同

一の事業所において一体的に運営される場合については、市町村の定める当該第1号通所事業の設備に関

する基準を満たすことをもって、前３項に規定する基準を満たしているものとみなす。 

４ 基準該当通所介護の事業と基準該当介護予防通所介護の事業とが、同一の事業者により同一の事業所

において一体的に運営される場合については、指定介護予防サービス等基準条例第116条第１項から第

３項までに規定する設備に関する基準を満たすことをもって、前３項に規定する基準を満たしているも

のとみなす。 

第９章 短期入所生活介護 第９章 短期入所生活介護 

第６節 基準該当居宅サービスに関する基準 第６節 基準該当居宅サービスに関する基準 

（指定通所介護事業所等との併設） （指定通所介護事業所等との併設） 

第182条 基準該当居宅サービスに該当する短期入所生活介護又はこれに相当するサービス（以下「基準該

当短期入所生活介護」という。）の事業を行う者（以下「基準該当短期入所生活介護事業者」という。）

が当該事業を行う事業所（以下「基準該当短期入所生活介護事業所」という。）は、指定通所介護事業

所、指定地域密着型通所介護事業所（指定地域密着型サービス基準条例第60条の３第１項に規定する指

定地域密着型通所介護事業所をいう。）、指定認知症対応型通所介護事業所（指定地域密着型サービス基

準条例第72条第１項に規定する指定認知症対応型通所介護事業所をいう。）若しくは指定小規模多機能

型居宅介護事業所（指定地域密着型サービス基準条例第83条第１項に規定する指定小規模多機能型居宅

介護事業所をいう。）又は社会福祉施設（以下これらを「指定通所介護事業所等」という。）に併設し

なければならない。 

第182条 基準該当居宅サービスに該当する短期入所生活介護又はこれに相当するサービス（以下「基準

該当短期入所生活介護」という。）の事業を行う者（以下「基準該当短期入所生活介護事業者」という。）

が当該事業を行う事業所（以下「基準該当短期入所生活介護事業所」という。）は、指定通所介護事業

所、指定認知症対応型通所介護事業所（指定地域密着型サービス基準条例第72条第１項に規定する指定

認知症対応型通所介護事業所をいう。）若しくは指定小規模多機能型居宅介護事業所（指定地域密着型

サービス基準条例第83条第１項に規定する指定小規模多機能型居宅介護事業所をいう。）又は社会福祉

施設（以下これらを「指定通所介護事業所等」という。）に併設しなければならない。 

第11章 特定施設入居者生活介護 第11章 特定施設入居者生活介護 

第５節 外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護の事業 

の基本方針並びに人員、設備及び運営に関する基準 

第５節 外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護の事業の基本方針並びに人員、設備及び運営に

関する基準 

（受託居宅サービス事業者への委託） （受託居宅サービス事業者への委託） 

第246条 外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護事業者が、受託居宅サービスの提供に関する業

務を委託する契約を締結するときは、受託居宅サービス事業所ごとに文書により行わなければならない。

第246条 外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護事業者が、受託居宅サービスの提供に関する

業務を委託する契約を締結するときは、受託居宅サービス事業所ごとに文書により行わなければならな

い。 

２ 受託居宅サービス事業者は、指定居宅サービス事業者又は指定地域密着型サービス事業者でなければ

ならない。 

２ 受託居宅サービス事業者は、指定居宅サービス事業者又は指定地域密着型サービス事業者でなければ

ならない。 

３ 受託居宅サービス事業者が提供する受託居宅サービスの種類は、指定訪問介護、指定訪問入浴介護、

指定訪問看護、指定訪問リハビリテーション、指定通所介護、指定通所リハビリテーション、第249条に

規定する指定福祉用具貸与、指定地域密着型サービス基準条例第60条の２に規定する指定地域密着型通

所介護及び指定地域密着型サービス基準条例第61条に規定する指定認知症対応型通所介護とする。 

３ 受託居宅サービス事業者が提供する受託居宅サービスの種類は、指定訪問介護、指定訪問入浴介護、

指定訪問看護、指定訪問リハビリテーション、指定通所介護、指定通所リハビリテーション、第249条

に規定する指定福祉用具貸与及び指定地域密着型サービス基準条例第61条に規定する指定認知症対応

型通所介護とする。 

４ 外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護事業者 

は、事業の開始に当たっては、次の各号に掲げる事業を提供する事業者と、第１項に規定する方法に

よりこれらの提供に関する業務を委託する契約を締結するものとする。 

４ 外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護事業者は、事業の開始に当たっては、指定訪問介護、

指定訪問看護及び指定通所介護を提供する事業者と、第１項に規定する方法によりこれらの提供に関す

る業務を委託する契約を締結するものとする。 
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（１）指定訪問介護 

（２）指定訪問看護 

（３）指定通所介護又は指定地域密着型通所介護 

５ 外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護事業者は、第３項に規定する受託居宅サービス事業

者が提供する受託居宅サービスのうち、前項の規定により事業の開始に当たって契約を締結すべき受託

居宅サービス以外のものについては、利用者の状況に応じて、第１項に規定する方法により、これらの

提供に関する業務を委託する契約を締結するものとする。 

５ 外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護事業者は、第３項に規定する受託居宅サービス事業

者が提供する受託居宅サービスのうち、前項の規定により事業の開始に当たって契約を締結すべき受託

居宅サービス以外のものについては、利用者の状況に応じて、第１項に規定する方法により、これらの

提供に関する業務を委託する契約を締結するものとする。 

６ 外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護事業者は、第３項の指定認知症対応型通所介護の提

供に関する業務を受託居宅サービス事業者に委託する契約を締結する場合にあっては、本市の区域内に

所在する指定認知症対応型通所介護の事業を行う受託居宅サービス事業所において受託居宅サービスが

提供される契約を締結しなければならない。 

６ 外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護事業者は、第３項の指定認知症対応型通所介護の提

供に関する業務を受託居宅サービス事業者に委託する契約を締結する場合にあっては、本市の区域内に

所在する指定認知症対応型通所介護の事業を行う受託居宅サービス事業所において受託居宅サービス

が提供される契約を締結しなければならない。 

７ 外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護事業者は、受託居宅サービス事業者に、業務につい

て必要な管理及び指揮命令を行うものとする。 

７ 外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護事業者は、受託居宅サービス事業者に、業務につい

て必要な管理及び指揮命令を行うものとする。 

８ 外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護事業者は、受託居宅サービスに係る業務の実施状況

について定期的に確認し、その結果等を記録しなければならない。 

８ 外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護事業者は、受託居宅サービスに係る業務の実施状況

について定期的に確認し、その結果等を記録しなければならない。 


